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小笠原の花・木・鳥・魚 
花  ムニンヒメツバキ    木  タコノキ 
鳥  ハハジマメグロ      魚  アオムロ 

ﾀﾞﾑ 貯水率 

10/29 現在 

父島 

100/100 

母島 

100/100 

９月気象状況    （父島）

最高気温   31.6℃ 

最低気温   22.1℃ 

平均気温   27.5℃ 

平均湿度   86％ 

月降水量  189.0mm

住民基本台帳登録者数（10/1）  

             2,471 人 

             父島      母島    

  人口      2,020 人   451 人 

  世帯      1,092    235 

短期滞在者     56 人     14 人 

ＮＯ．５６０ 

平成 21 年(2009) 

１１/１(日) 

小笠原 ―OGASAWARA－ 

村村民民だだよよりり

第 ３ ２ 回  小 笠 原 村 健 康 診 断  

主催：小笠原村／協力：島しょ保健所小笠原出張所／実施機関：医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ 
 

【検査項目】①特定健康診査 ②結核・肺がん検診（レントゲン検査） ③胃がん検診 ④乳・子宮がん検診 

【対 象 者】 

健康診断の対象者は以下のとおりです。該当しない方は受診できませんので、ご注意ください。 

 ①特定健康診査の対象者 

  ○30 歳～39 歳で、小笠原村に住所を有する方 

  ○40 歳～74 歳で、国民健康保険の被保険者の方（※年度の途中に国保に加入または脱退した方も含む） 

  ○40 歳以上で、生活保護受給者の方 

  ○「特定健診受診券」をお持ちの方で、村役場で受付を済ませた方 

  ○長寿（後期高齢者）医療の被保険者の方 

○官公署等の職域健診の対象の方 
 

 ②結核・肺がん検診(レントゲン検査)、③胃がん検診、④乳・子宮がん検診 の対象者 

  ○40 歳以上（乳・子宮がん検診のみ 30 歳以上）で、小笠原村に住所を有する方 

  ※ただし、①特定健康診査の受診対象者で無い方は、事前に村役場にがん検診の申し込みをした方のみに

問診票が届きます。 

  ※10 月に「女性特有がん検診クーポン券」がご自宅に送られてきた方は、同封の通知を参照ください。 
 

対象者の方のみに問診票が届きます。 
（問診票の発送は 11 月中旬の予定） 

【日時・場所・検査項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

【受付時間】 午前の受付時間は午前８時 ～１１時、午後の受付時間は午後１時 ～３時です。 

       （父島の乳・子宮がん検診の受付時間は午後５時までです。） 
 

～裏面に続く～ 

        

場 所 ・ 

              日 時 

 

検 査 項 目 

母 島  ： 診 療 所  父 島  ： 地 域 福 祉 センター ／ 結核・肺がん検診は保健所 

１１／２０（金） １１／２１（土） １１／２３（月） １１／２４（火） １１／２５（水） １１／２６（木） １１／２７（金）

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

特定健康診査 

結核・肺がん検診 
○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

乳・子宮がん検診 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

胃 が ん 検 診 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
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健健康康診診断断をを受受けけるるににはは予予約約がが必必要要でですす  
 

 
 

 
 

 

 

※予約されていない方は、受診できませんのでご注意ください。 
 

 

 

 

【予約受付期間】１１月２日（月）～ １１月１８日（水）（土・日・祝日を除く） 

午前８時～正午、午後１時３０分～５時３０分 
 
 

 
 

【予約受付場所】電話、村役場村民課窓口または母島支所窓口 
 
 

 
 

 

【予 約 方 法】 

○希望する日時・検査項目をお伝えください。（日時については、ご希望どおりにならないことがあります。）

※胃がん検診を受診されない方は、なるべく午後の時間帯を予約してください。 

○氏名、年齢、生年月日、日中連絡が取れる連絡先および加入している健康保険名をお伝えください。 

◎予約日時などは、忘れることのないようメモをお取りください。 

※例年、時間や検査項目など間違える方がいますのでご注意ください。 
 

 
 

 

 

【健診当日の持ち物】 

必要事項を記入した 問診票  ※忘れると受診できません。 

 ※「特定健診受診券」をお持ちの方で村役場の受付を済ませた方は、 受診券 と 保険証 を忘れずにお持ちく

ださい。 
 

 
 

 

 

【健 診 当 日】 

○問診票には当日の注意事項なども書かれていますので、必ず開封して確認してください。また、健康状態

などを記入する欄がありますので、事前に記入してお持ちください。 

○結核・肺がん検診（レントゲン検査）は、健康診断期間中に直接保健所（母島は診療所）にお越しください。

○今年度 40 歳になる方は、肝炎ウイルス検診を実施します。問診票が同封されていますので、中身をご確

認ください。 

 ○託児所が設けてありますので、お子様連れの方はお気軽にご利用ください。 

  《父島》地域福祉センター児童遊戯室  

《母島》メグロ荘 

 ○呼び出しの順番は、受付時間にかかわらず予約時間が優先されますので、早く来れば、早く受けられると

いう訳ではありません。また、受付時間を過ぎてしまった場合は、次の予約枠の方が優先となりますので

ご注意ください（例：予約時間が 8：00 の方は、受付時間は 8：30 までとなります）。同じ予約時間で受診

する健診内容も同じ方の場合は、先に受付を済ませた方からお呼びします。なお、父島の乳・子宮がん検

診については、大変多くの方が受診するため、待ち時間が１～２時間かかることもあります。この待ち時

間を少しでも軽減させるために、当日キャンセルなどがあり、枠が少しでも空いた際には、予約時間にか

かわらず来ている方から呼び出す場合もあります。 

《予約枠》 

    特 定 健 康 診 査………30 分あたり 22 名 

    乳・子宮がん検診………30 分あたり６名 

    胃 が ん 検 診………30 分あたり 9 名 
 

 
 

 

 

【乳がん検診】 

  これまで、詳細な検査が必要な方のみに実施していた乳房の「超音波(ｴｺｰ)検査」を、がんの早期発見や、

検診精度の更なる向上を図るため、受診するすべての方に実施します。そのため、例年以上に乳・子宮がん

検診の待ち時間が長くなることが予想されますので、あらかじめご了承ください。 
 
 

 

 
 

【女性特有がん検診クーポン券】 

  10 月にクーポン券が直接ご自宅に送られてきた方（国が定める年齢の方のみ）で、今回の乳・子宮がん検診

を受診する方は、クーポン券をご持参ください。 

  なお、村役場に申請しクーポン券を発行された方も含め、クーポン券を使って内地で受診した（またはす

る予定の）方は、今回の乳・子宮がん検診を受診することはできません。 
 

           ●申込み・問合せ先  《父島》村民課福祉係         ２―３９３９ 

                                         ２―３１１３ 

                      《母島》母島支所庶務係        ３―２１１１ 
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平成２０年度小笠原村決算報告 
１．一般会計決算 
 歳入決算の総額は対前年度約６千４００万円の増となりました。複合施設第１期工事の実施により国庫支出金および都支出金が増額し、地方

交付税、財政調整基金からの繰入金も増額となりましたが、平成１９年度に防災行政無線の更新が終了したため村債は大幅な減額となっていま

す。また、歳出決算の総額は対前年度約１千８百万円の増となりました。複合施設第１期工事が増額となりましたが、防災行政無線の更新の終

了、特別会計への繰出金、し尿処理施設の整備、村道の整備、集客宣伝事業などが減額となっています。なお、定額給付金給付事業および国の

経済対策臨時交付金対象事業の一部は繰越明許費として次年度に繰り越しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．特別会計決算                             ４．地方債の現在高 
 平成２０年度特別会計の決算額は下表のとおりです。                 平成２０年度末における各会計の地方債の現在高

は下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

３．基金の残高                                    
 平成２０年度末における各基金の残高は下表のとおりです。 

【総 括】（単位：千円） 

年度 歳入総額 歳出総額 差引 繰越すべき財源 実質収支 

平成 20 年度 3,949,265 3,893,393 55,872 11,638 44,234

【歳 入】（単位：千円） 

科目 決算額 構成比（%） 科目 決算額 構成比（%） 

村税 440,058 11.1 分担金及負担金 27,094 0.7

地方譲与税 8,825 0.2 使用料及手数料 201,340 5.1

利子割交付金 4,737 0.1 国庫支出金 476,045 12.1

配当割交付金 1,379 0.0 都支出金 897,967 22.7

株式等譲渡所得割交付金 471 0.0 財産収入 27,603 0.7

地方消費税交付金 33,558 0.9 寄附金 0 0.0

自動車取得税交付金 8,839 0.3 繰入金 164,573 4.2

国有提供施設等所在市町村助成交付金 155,691 3.9 繰越金 10,049 0.3

地方特例交付金 3,704 0.1 諸収入 62,641 1.6

地方交付税 1,169,952 29.6 村債 254,200 6.4

交通安全対策特別交付金 539 0.0 合  計 3,949,265 100.0

 
【歳 出】（単位：千円） 

＜目的別＞ ＜性質別＞ 

科目 決算額 構成比（%） 科目 決算額 構成比（%）

議会費 62,334 1.6 人件費 685,192 17.6

総務費 1,019,230 26.2 物件費 1,035,332 26.6

民生費 546,716 14.0 補助費等 354,060 9.1

衛生費 1,164,880 29.9 維持補修費 65,072 1.7

農林水産業費 67,953 1.8 普通建設事業費 821,032 21.1

商工費 154,211 4.0 災害復旧費 0 0.0

土木費 137,030 3.5 公債費 331,685 8.5

消防費 10,050 0.3 扶助費 56,258 1.4

教育費 176,788 4.5 貸付金 3,603 0.1

公債費 343,707 8.8 積立金 208,789 5.4

諸支出金 210,494 5.4 繰出金 332,370 8.5

合  計 3,893,393 100.0 合  計 3,893,393 100.0

（単位：千円） 

会計の名称 歳入総額 歳出総額 繰越すべき財源 実質収支 

国民健康保険特別会計 256,421 256,369 0 52 

簡易水道事業特別会計 351,021 348,377 0 2,644 

老人保健特別会計 16,187 16,168 0 19 

宅地造成事業特別会計 2,537 2,537 0 0 

介護保険（保険事業勘定）特

別会計 
67,946 63,493 0 4,453 

介護保険（介護サービス事

業勘定）特別会計 
108,232 108,232 0 0 

下水道事業特別会計 327,412 327,232 0 180 

浄化槽事業特別会計 17,548 17,405 0 143 

後期高齢者医療特別会計 24,194 24,191 0 3 

（単位：千円） 
基金の名称 現在高 基金の名称 現在高 

財政調整基金 523,770 産業振興基金 129,822 

減債基金 372,413 観光振興基金 32,095 

公共施設等整備基金 99,697 教育振興基金 10,000 

役場庁舎建設基金 58,031 簡易水道事業基金 81,272 

災害対策基金 110,209 介護保険給付準備基金 13,043 

土地開発基金 56,887 介護従事者処遇改善基金 1,123 

社会福祉推進基金 82,981 基金合計 1,585,896 

霊園基金 14,553  

（単位：千円）

会計の名称 現在高 

一般会計 4,185,225

簡易水道事業特別会計 291,705

介護保険（保険事業勘定）特別会計 0

下水道事業特別会計 818,756

浄化槽事業特別会計 61,342

現在高合計 5,357,028

５．村の財源状況を表す指数 
 

平成２０年度決算時（カッコ内は昨年度の数値） 
 

●財政力指数 ： 0.306 （0.319） 

当該団体の財政力（体力）を示す指数であり、

指数が高いほど財源に余裕があるものとされて

います。 
 

●経常収支比率： 87.7% （85.2%） 

人件費、公債費等の経常的な経費に、村税、

地方交付税等を主にする一般財源収入が充当さ

れる割合を示します。 

この数値が大きくなるほど財政の弾力性が失

われるとされています。 
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財政健全化法に基づく財政指標の公表 
 

 地方自治体の財政破綻を未然に防ぐため、国が財政状況をより詳しく把握し、悪化した団体に対し早期に健全化を促す、「地方

公共団体の財政の健全化に関する法律」（以下、「財政健全化法」という。）が平成１９年６月に制定されました。平成１９年度決

算から財政健全化に係る各指標の公表が義務付けられ、平成２０年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政

再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。 
 

１．従来の法律との違い 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．財政の健全度を判断する指標および基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

３．早期健全化団体になると 
 

 各指標のいずれかが早期健全化基準を超えた場合、財政健全化計画を作成し、議会の議決を経て公表するとともに都道府県知事

へ報告しなければなりません。計画を変更する場合も同様です。計画の期間中は、毎年９月３０日までに前年度決算との関係を明

らかにした財政健全化計画の実施状況を議会へ報告し、かつこれを公表し、都道府県知事に報告しなければなりません。なお、取

り組みが不十分な場合は、国または都道府県が地方公共団体に対し必要な勧告を行います。 
 

４．財政再生団体になると 
 

 各指標のいずれかが財政再生基準を超えた場合、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政

再生計画を作成し、議会の議決を経て公表するとともに総務大臣に（市町村の場合は都道府県知事を通じて）報告しなければなり

ません。財政再生期間中は、計画の実施状況の議会への報告および公表の必要があり、さらに、財政再生計画に基づき予算を作成

しなければならず、総務大臣の許可がなければ起債もできません。また、税金や公共料金などの増額、住民サービスの見直しをす

る必要があり、取り組みが不十分な場合は、国が地方公共団体に対し予算や計画の変更などの措置を講じるよう勧告し、より強く

財政運営に関与することになります。 
 

◎財政健全化法の詳細は総務省ホームページをご覧ください。http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index.html 

●問合せ先 財政課財政係  ２―３１１２

  従来の財政再建法 財政健全化法 

財政再建の仕組み 
いきなり財政再建団体（レッドカード）となり、そ

の前に健全化を計る段階がない。 

財政再生団体（レッドカード）の前に早期健全化団体（イエロ

ーカード）の段階が設けられた。 

財政の悪化を計る対象 
公営企業（※１）、一部事務組合、第三セクター

などの経営状況は考慮されない。 

公営企業・一部事務組合・第三セクターなども加えて判断す

ることになった。 

財政の悪化を計る方法 単年度の現金収支のみ。 
単年度の現金収支だけでなく、過去からの累積に基づく基

準ができた。 

公営企業の経営について 規定なし 経営の健全化を促す基準ができた。 

※１ 公営企業：地方公共団体の経営する公益的な事業。特に地方公営企業法の適用される水道、工業用水道、軌道、自動車運送、鉄道、電気・ガ

ス事業をいう。小笠原村では簡易水道事業特別会計、浄化槽事業特別会計にあたります。 

  早期健全化基準 財政再生基準 小笠原村 

●実質赤字比率 都道府県：3.75% 都道府県：5% 

- (※4) 
・一般会計等（※2）の実質赤字の比率 

市町村：11.25%～15%（※3） 

（小笠原村の場合：15％） 
市町村：20% 

●連結実質赤字比率 都道府県：8.75% 都道府県：15% 

- (※4) 
・すべての会計の実質赤字の比率 

市町村：16.25%～20%（※3） 

（小笠原村の場合：20％） 
市町村：30% 

●実質公債費比率 
都道府県・市町村：25% 都道府県・市町村：35% 14.1% 

・公債費および公債費に準じた経費の比重を示す比率 

●将来負担比率 都道府県：政令市：400% 

  115.2% ・地方債残高のほか一般会計等が将来負担すべき実質

的な負債を捉えた比率 
市町村：350% 

●公営企業における資金不足比率 
20%   - （※5） 

・公営企業ごとの資金不足の比率 

※２ 一般会計等：地方公共団体が設置する会計のうち「地方財政状況調査」（決算統計）における普通会計が対象とする会計の範囲に相当する

ものです。小笠原村では一般会計、宅地造成事業特別会計および下水道事業特別会計にあたります。 

※３ 各地方公共団体の財政規模により異なります。 

※４ 小笠原村の「 - 」表示は黒字であることを表しています。 

※５ 小笠原村の「 - 」表示は資金不足が生じていないことを示しています。 

平成２０年度小笠原村決算においては各指導とも基準を下回っており、健全な財政運営がなされています。 
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小
笠
原
地
区
テ
レ
ビ
放
送 

 
 
 

 

村
民
説
明
会
の
開
催 

 

小
笠
原
地
区
の
テ
レ
ビ
放
送
は
、
東
京
都
を
事
業

主
体
と
し
て
平
成
22
年
４
月
か
ら
デ
ジ
タ
ル
化
へ

移
行
す
る
予
定
で
す
。 

こ
れ
に
伴
い
、
東
京
都
お
よ
び
小
笠
原
村
な
ど
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
村
民
説
明
会
を
実
施
い
た
し
ま

す
。 

【
主
な
説
明
内
容
】 

○
ア
ナ
ロ
グ
放
送
の
終
了
と
国
の
難
視
聴
解
消 

事
業
へ
の
移
行
に
つ
い
て 

 

○
村
民
の
皆
様
に
お
願
い
し
た
い
こ
と 

【
母
島
】 

《
日
時
》
11
月
19
日
（木
）
午
後
７
時
～ 

 
 
 
 
 

  

11
月
20
日
（金
）
午
前
９
時
～ 

 

《
場
所
》
母
島
支
所
大
広
間 

【
父
島
】 

《
日
時
》
11
月
20
日
（金
）
午
後
７
時
～ 

 
 
 
 
 

   

11
月
21
日
（土
）
午
前
９
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

午
後
２
時
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

午
後
７
時
～ 

 
 
 
 
 

   

11
月
22
日
（日
）
午
前
９
時
～ 

 

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル 

 

※
各
回
と
も
同
じ
内
容
で
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
総
務
係 

 

２
―
３
１
１
１ 

 

村
有
施
設
の
指
定
管
理
者
の
公
募 

  

村
有
施
設
を
管
理
す
る
指
定
管
理
者
を
公
募
し
ま

す
。 

【
施
設
名
】
母
島
村
民
会
館 

【
管
理
期
間
】 

平
成
22
年
４
月
１
日
～
平
成
25
年
３
月
31
日 

【
応
募
期
間
】
11
月
２
日
（月
）～
13
日
（金
） 

【
資
料
請
求
お
よ
び
応
募
先
】 

 

《
父
島
》
村
民
課
福
祉
係 

 

《
母
島
》
母
島
支
所
庶
務
係 

 

●
問
合
せ
先 

母
島
支
所
庶
務
係 

３
―
２
１
１
１ 

地
域
振
興
に
係
る 

補
助
事
業
の
募
集
（第
３
回
） 

  

（財
）東
京
都
島
し
ょ
振
興
公
社
で
は
、
島
し
ょ
地

域
の
地
域
振
興
に
係
る
事
業
を
行
う
団
体
・
グ
ル
ー

プ
に
対
し
、
事
業
費
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を 

行
っ
て
い
ま
す
。 

 

補
助
の
条
件
な
ど
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

【
補
助
対
象
団
体
】 

 

概
ね
５
名
以
上
（村
在
住
者
）で
構
成
さ
れ
、
振

興
公
社
が
補
助
す
る
事
業
に
相
応
し
い
計
画
な
ど

を
持
つ
グ
ル
ー
プ
、
団
体 

【
対
象
事
業
】 

①
地
域
振
興
に
係
る
特
産
品
に
関
す
る
事
業 

②
地
域
振
興
に
係
る
観
光
振
興
に
関
す
る
事
業 

③
地
域
振
興
に
係
る
島
お
こ
し
を
担
う
人
材
育
成

に
関
す
る
事
業 

【
補
助
金
額
】 

補
助
対
象
経
費
の
５
分
の
４
以
内
で
１
０
０

万
円
（
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
業
に
つ
い
て

は
２
０
０
万
円
）を
上
限
と
す
る
。 

な
お
、
補
助
事
業
の
う
ち
、
視
察
に
関
す
る
も

の
は
、
補
助
の
対
象
と
し
な
い
。 

【
事
業
期
間
】 

 
 

平
成
22
年
９
月
末
日
ま
で 

【
提
出
書
類
】 

計
画
書
お
よ
び
収
支
計
画
書
（指
定
様
式
）、 

会
の
規
約
、
会
員
名
簿 

※
補
助
金
交
付
要
綱
は
総
務
課
で
配
布 

【
提
出
期
限
】
12
月
８
日
（火
） 

【
提
出
先
】 

《
父
島
》
総
務
課
企
画
政
策
室 

《
母
島
》
母
島
支
所
庶
務
係 

【
注
意
事
項
】 

 
 

振
興
公
社
で
は
、
提
出
さ
れ
た
計
画
書
を
も
と

に
補
助
事
業
の
対
象
と
す
る
か
ど
う
か
を
審
査･

決
定
し
ま
す
の
で
、
計
画
書
に
は
事
業
の
内
容
、
目

的
お
よ
び
効
果
を
詳
し
く
明
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
企
画
政
策
室
２
―
３
１
１
１ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の 

一
時
停
止
（母
島
） 

 

当
村
施
設
の
電
気
工
作
物
年
次
保
守
点
検
の
実
施

に
伴
い
、
次
の
と
お
り
母
島
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
一
時
停
止
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

【
母
島
】
11
月
13
日
（金
）
午
前
８
時
～
９
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
評
議
平
運
動
場
保
守
点
検) 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
Ｉ
Ｔ
推
進
係
２
―
３
１
１
１ 

 

ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

接
続
実
験
の
実
施 

 

本
実
験
は
、
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
）

と
小
笠
原
村
と
の
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る

「
小
笠
原
村
で
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
・
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
環
境
実
証
実
験
」
の
一
環
と
し
て
行
う
も
の
で

す
。 

 
 

本
実
験
で
は
、
村
民
の
皆
さ
ん
が
利
用
し
て
い
る

既
存
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
信
回
線
を
超
高
速
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
衛
星
「
き
ず
な
」
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
通

信
回
線
に
切
り
替
え
、
当
村
の
将
来
の
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン

ド
化
に
対
す
る
事
前
の
利
用
実
証
を
実
施
し
ま
す
。 

な
お
、
通
信
回
線
の
切
り
替
え
に
伴
う
通
信
へ
の

影
響
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

【
実
施
場
所
】
父
島 

【
実
施
期
間
】
11
月
15
日
（日
）
～
24
日
（火
） 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
Ｉ
Ｔ
推
進
係
２
―
３
１
１
１

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

長
寿
（後
期
高
齢
者
）
医
療
制
度 

「
医
療
費
通
知
」 

 

被
保
険
者
の
皆
様
に
健
康
と
医
療
に
対
す
る
認
識

を
深
め
て
い
た
だ
き
、
ま
た
、
医
療
費
の
適
正
化
を

確
保
す
る
た
め
、
東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
か
ら
11
月
下
旬
ご
ろ
に
、「
医
療
費
通
知
」
を
お

送
り
し
ま
す
。 

こ
の
通
知
は
、
い
つ
、
ど
こ
の
医
療
機
関
で
、
ど

れ
く
ら
い
の
医
療
費
が
か
か
っ
た
の
か
を
ご
確
認
し

て
い
た
だ
き
、
健
康
保
険
制
度
・
保
険
診
療
の
し
く

み
を
ご
理
解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
も
の
で
す
。 

【
対
象
者
】 

平
成
21
年
１
月
か
ら
平
成
21
年
６
月
に
、
医

療
機
関
、
調
剤
薬
局
、
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
摩
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
、
柔
道
整
復
な
ど
で
保
険
診
療
（施

術
）
を
受
け
ら
れ
た
方 

※
こ
の
対
象
機
関
に
医
療
機
関
等
の
受
診
が
無
い

方
や
、
診
療
報
酬
月
額
が
３
万
円
を
超
え
る
月

を
有
し
て
い
な
い
方
は
、
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。 

  

【
保
険
診
療
の
し
く
み
】 

医
療
費
の
請
求
の
流
れ 

                   

●
問
合
せ
先 

村
民
課
住
民
係 

 

２
―
３
１
１
３ 

 

受  診

支払い 

自己負担額

を請求 ※１ 

被保険者 

後期高齢者 
医療広域連合 

医療費総額から自己負担額 

を控除した額を請求 ※２ 

医療費の総額（※１と※２の合計）を 

お知らせします 

※１：医療費の１割（若しくは３割） 

医療機関 

支払い 
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国
民
年
金
に
つ
い
て 

 

◎
「
日
本
（に
っ
ぽ
ん
）
年
金
機
構
」
が 

 
 
 
 
 

 
平
成
22
年
１
月
１
日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。 

 

社
会
保
険
庁
は
組
織
・
人
員
を
一
新
し
、「
日
本
年

金
機
構
」
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
す
。 

 

社
会
保
険
事
務
所
は
、「
年
金
事
務
所
」
と
名
称
は

変
わ
り
ま
す
が
、
年
金
相
談
な
ど
の
窓
口
と
し
て
引

き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

 

◎
「
社
会
保
険
料
（国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」

が
発
行
さ
れ
ま
す
。 

  

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が
確
定
申
告
や
年
末

調
整
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。 

 

確
定
申
告
等
で
社
会
保
険
料
控
除
の
申
告
を
す
る

際
に
は
、
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
必
要
で
す
。 

 

こ
の
た
め
、
９
月
30
日
ま
で
に
納
付
し
た
国
民
年

金
保
険
料
額
を
証
明
し
た
控
除
証
明
書
「
社
会
保
険

料
（国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
社
会
保
険

庁
か
ら
11
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。 

 

年
末
調
整
、
確
定
申
告
の
手
続
き
の
際
に
は
、
こ

の
証
明
書
と
10
月
１
日
以
降
に
納
付
し
た
領
収
証

書
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く

だ
さ
い
。 

な
お
、
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
場
合
に
は
、
納
付
し
た
方
が
、
社
会
保
険
料
控
除

と
し
て
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
、 

平
成
22
年
３
月
13
日
ま
で
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
５
７
０
―
０
７
０
―
１
１
７ 

 
 

Ｉ
Ｐ
電
話
専
用
ダ
イ
ヤ
ル 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
３
―
６
７
０
０
―
１
１
３
０ 

 
 

港
社
会
保
険
事
務
所 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
３
―
５
４
０
１
―
３
２
１
１ 

 
 

村
民
課
住
民
係 

 
 
 
 
 

２
―
３
１
１
３ 

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置 

 

村
で
は
新
た
に
、
扇
浦
交
流
セ
ン
タ
ー
と
母
島
村

民
会
館
に
自
動
体
外
式
除
細
動
器
（Ａ
Ｅ
Ｄ
）を
設
置

い
た
し
ま
し
た
。 

Ａ
Ｅ
Ｄ
と
は
、
施
設
ご
利
用
中
な
ど
に
、
心
臓
発

作
な
ど
を
起
こ
さ
れ
た
場
合
の
応
急
処
置
用
に
ご
利

用
い
た
だ
け
る
も
の
で
、
発
作
後
の
生
存
率
を
大
幅

に
引
き
上
げ
る
こ
と
の
で
き
る
医
療
用
機
器
で
す
。 

扉
を
開
く
と
、
警
報
音
が
鳴
り
ま
す
の
で
緊
急
時

以
外
は
触
ら
な
い
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

村
民
課
住
民
係 

 

２
―
３
１
１
３ 

 
 
 
 
 
 

母
島
支
所 

 
 
 

３
―
２
１
１
１ 

 
行
政
相
談
所
の
開
設 

  

「
行
政
相
談
」
と
は
、
国
な
ど
の
行
っ
て
い
る
仕

事
に
対
す
る
苦
情
や
要
望
な
ど
を
お
聞
き
し
、
第
三

者
的
な
立
場
か
ら
関
係
者
の
間
に
立
っ
て
、
そ
の
解

決
が
で
き
る
よ
う
助
力
す
る
こ
と
で
す
。 

村
で
は
、
行
政
相
談
委
員
が
１
名
、
総
務
大
臣
か

ら
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。「
苦
情
は
直
接
言
い
に
く

い
。」
と
、
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 電

話
で
の
ご
相
談
も
お
受
け
し
て
お
り
ま
す
が
、

今
月
は
、
次
の
と
お
り
行
政
相
談
所
を
開
設
い
た
し

ま
す
。 

【
実
施
日
程
】
11
月
17
日
（火
） 

【
実
施
時
間
】
午
後
７
時
～
９
時 

【
実
施
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
相
談
室 

【
行
政
相
談
委
員
】
山
田 

捷
夫 

《
住
所
》
小
笠
原
村
父
島
字
奥
村 

《
連
絡
先
》
０
９
０
―
７
１
７
３
―
６
７
６
８ 

※
予
約
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん 

 

●
問
合
せ
先 

村
民
課
住
民
係 

 

２
―
３
１
１
３ 

  

保
育
士
（非
常
勤
職
員
）募
集 

 

【
職
種
お
よ
び
採
用
人
員
】
保
育
士 

１
名 

【
業
務
内
容
】
父
島
保
育
園
の
保
育
業
務 

【
採
用
予
定
日
お
よ
び
期
間
】 

12
月
１
日
～
平
成
22
年
３
月
31
日 

【
勤
務
日
時
】 

月
曜
日
～
土
曜
日 

午
前
８
時
～
午
後
５
時
30
分 

（週
30
時
間
以
内
） 

【
給
与
等
】
時
給
１
０
０
０
円 

（労
働
保
険
、
社
会
保
険 

完
備
） 

【
応
募
資
格
】 

村
内
在
住
で
保
育
士
資
格
を
有
す
る
方 

【
募
集
要
綱
の
配
布
】 

11
月
２
日
（月
）か
ら
村
役
場
に
て
配
布
し
ま
す
。 

【
選
考
方
法
】
面
接
試
験 

【
申
込
締
切
】
11
月
20
日
（金
） 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

村
民
課
福
祉
係 

 
 
 
 
 

２
―
３
９
３
９ 

 

診
療
所
看
護
師
募
集 

 

【
職
種
お
よ
び
採
用
人
員
】
看
護
師 

１
名 

【
採
用
時
期
】
平
成
22
年
１
月
以
降 

【
勤
務
場
所
】
父
島
（小
笠
原
村
診
療
所
） 

【
採
用
形
態
】
個
人
委
託
契
約 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
村
診
療
所 

 
 
 
 

２
―
３
８
０
０ 

 

父
島
動
物
巡
回
診
療 

 

ペ
ッ
ト
の
健
康
を
維
持
す
る
こ
と
、
む
や
み
な
繁

殖
を
抑
制
す
る
こ
と
、
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
こ

と
な
ど
は
飼
い
主
の
責
任
で
す
。
こ
の
機
会
を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

【
申
込
期
間
】
11
月
２
日
（月
）～
25
日
（水
） 

【
診
療
日
程
】
11
月
29
日
（日
）、
30
日
（月
） 

【
場
所
】
島
し
ょ
保
健
所
小
笠
原
出
張
所 

【
注
意
事
項
】 

○
診
療
は
有
料
で
す
。 

○
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
先
着
順
に
受
け

付
け
ま
す
の
で
お
早
め
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 

 
 

建
設
水
道
課 

 
 
 
 
 
 

２
―
３
１
１
５ 

 

土
地
・
家
屋
の
用
途
変
更
の
届
出 

  

固
定
資
産
税
は
、
家
屋
や
土
地
の
現
況
を
把
握
し

た
う
え
で
課
税
し
て
い
ま
す
が
、
土
地
や
家
屋
に
変

更
が
あ
る
場
合
は
、
変
更
内
容
を
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。 

○
家
屋
の
用
途
が
変
わ
っ
て
い
る
と
き 

（例 

民
宿
か
ら
居
宅
） 

○
家
屋
を
新
築
ま
た
は
増
改
築
し
て
い
る
と
き 

（例 

裏
庭
に
倉
庫
を
建
て
た
） 

○
家
屋
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
取
り
壊
し
て
い
る 

と
き 

（例 

離
れ
を
取
り
壊
し
た
） 

○
土
地
の
利
用
状
態
が
変
わ
っ
て
い
る
と
き 

（例 

畑
か
ら
山
林
） 

 

●
問
合
せ
先 

財
政
課
税
務
係 

 

２
―
３
１
１
２ 

 

不
動
産
登
記
官
に
よ
る
行
政
相
談 

 

村
内
の
不
動
産
に
関
す
る
登
記
を
所
轄
す
る
、
東

京
法
務
局
の
不
動
産
登
記
官
に
よ
る
行
政
相
談
会
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。 

不
動
産
登
記
に
関
す
る
疑
問
、
お
悩
み
の
あ
る
方

は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
今
回
の
相
談
は
予
約
制
で
す
の
で
、
ご
来

庁
の
う
え
、
予
約
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 
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【
父
島
】 

《
日
時
》
12
月
９
日
（水
） 

○
午
前
の
部 

午
前
９
時
～
11
時
30
分 

○
午
後
の
部 

午
後
１
時
～
５
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
６
時
～
７
時 

 

《
場
所
》
村
役
場
２
階
会
議
室 

【
母
島
】 

《
日
時
》
12
月
10
日
（木
） 

○
午
前
の
部 

午
前
10
時
～
11
時
30
分 

○
午
後
の
部 

午
後
１
時
～
５
時 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
６
時
～
７
時 

 

《
場
所
》
母
島
支
所
２
階
会
議
室 

【
相
談
費
用
】
無
料 

【
申
込
期
間
】 

 
 

11
月
２
日
（月
）
～
30
日
（月
） 

（土
、
日
、
祝
日
は
除
く
） 

 
 
 

午
前
８
時
～
午
後
５
時 

（正
午
～
午
後
１
時
30
分
を
除
く
） 

※
予
約
な
し
で
の
ご
相
談
は
、
当
日
、
受
け
付
け
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

※
登
記
済
証
や
測
量
図
な
ど
、
ご
相
談
内
容
に
関
す

る
資
料
な
ど
を
お
持
ち
の
方
は
忘
れ
ず
に
ご
持
参

く
だ
さ
い
。 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

財
政
課
財
政
係 

 
 
 
 
 

２
―
３
１
１
２ 

 
 

母
島
支
所
庶
務
係 

 
 
 
 

３
―
２
１
１
１ 

 

年
末
調
整
等
に
関
す
る
説
明
会
の
開
催 

 

給
与
・
報
酬
・
配
当
・
地
代
・
家
賃
な
ど
の
支
払

者
は
、
支
払
金
額
な
ど
一
定
の
基
準
を
満
た
し
た
場

合
、
１
年
間
の
支
払
分
を
と
り
ま
と
め
た
「
源
泉
徴

収
票
」
な
ど
の
法
定
調
書
を
作
成
し
、
管
轄
税
務
署

へ
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
支
払
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
給
与
の
支
払
い

が
あ
る
場
合
は
、「
給
与
支
払
報
告
書
」
を
受
給
者
の

住
所
地
（平
成
22
年
１
月
１
日
現
在
）
の
市
区
町
村

へ
提
出
し
、
受
給
者
に
対
し
て
は
「
源
泉
徴
収
票
」

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

こ
れ
ら
の
提
出
や
交
付
は
平
成
22
年
２
月
１
日

ま
で
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
事
務
手
続
き
に
関
す
る
、
芝
税
務
署
に
よ
る

説
明
会
を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。 

【
内
容
】 

年
末
調
整
の
仕
方
、
法
定
調
書
の
作
成 

【
父
島
】 

《
日
時
》
12
月
３
日
（木
） 

午
前
９
時
～
11
時
30
分 

《
場
所
》
村
役
場
２
階
会
議
室 

【
母
島
】 

《
日
時
》
12
月
４
日
（金
） 

午
後
２
時
～
４
時
30
分 

《
場
所
》
母
島
支
所
２
階
会
議
室 

 

●
問
合
せ
先 

 

 
 

財
政
課
税
務
係 
 
 
 
 
 

２
―
３
１
１
２ 

 
 

芝
税
務
署 
 

０
３
―
３
４
５
５
―
０
５
５
１ 

 
 
 

法
定
調
書
関
係 

 
 
 

（管
理
運
営
第
２
部
門 

 

内
線
１
０
１
１
） 

 
 
 

年
末
調
整
関
係 

 
 
 

（源
泉
所
得
税
担
当 

 
 

内
線
３
０
３
２
） 

 

小
笠
原
小
学
校 

学
校
公
開
・
道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座 

  

小
笠
原
小
学
校
で
は
、
次
の
と
お
り
学
校
公
開
お

よ
び
道
徳
の
授
業
公
開
を
行
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参

観
く
だ
さ
い
。 

 

◎
学
校
公
開 

【
日
程
】
11
月
12
日
（木
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 

                   

13
日
（金
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 

                   

14
日
（土
）
午
前 

【
目
的
】 

 
 

保
護
者
や
地
域
の
方
々
に
、
学
習
や
生
活
全
般

の
様
子
を
ご
参
観
い
た
だ
き
、
学
校
で
の
児
童
の

様
子
、
授
業
の
内
容
や
方
法
、
本
校
の
教
育
の
特

色
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と

を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。 

【
内
容
】 

授
業
や
休
み
時
間
の
様
子
な
ど
の
公
開 

 

◎
道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座 

【
日
程
】
11
月
14
日
（土
） 

午
前
よ
り 

【
目
的
】 

 
 

保
護
者
や
地
域
の
方
々
の
参
加
の
も
と
、
家

庭
・
学
校
・
地
域
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
担
い
、

子
ど
も
た
ち
の
健
全
育
成
を
実
現
す
る
教
育
活
動

を
行
っ
て
い
く
気
持
ち
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
目
的
に
実
施
し
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
小
学
校 

 

２
―
２
０
１
２ 

 

小
笠
原
中
学
校 

学
校
公
開
・
道
徳
授
業
地
区
公
開
講
座 

 
 

平
成
21
年
度
小
笠
原
中
学
校
道
徳
授
業
地
区
公

開
講
座
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。 

小
笠
原
中
学
校
の
本
年
度
の
校
内
研
修
の
テ
ー
マ

は
「
自
他
を
尊
重
し
、
よ
り
良
く
生
き
る
生
徒
を
育

て
る
道
徳
指
導
の
あ
り
方
」
で
、
11
月
の
テ
ー
マ
は

基
本
的
生
活
習
慣
「
自
主
・
自
律
」
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

小
笠
原
中
学
校
で
は
本
年
度
も
教
育
活
動
の
中
で

特
に
道
徳
の
授
業
に
力
を
入
れ
、
全
校
体
制
で
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
保
護
者
、
卒
業
生
、
地
域
の
皆
様

方
の
ご
参
観
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

【
日
程
】
11
月
14
日
（土
） 

【
内
容
お
よ
び
場
所
・
時
間
】 

 
 

 

 

《
道
徳
公
開
授
業
》
各
学
年
教
室 

午
後
１
時
30
分
～
２
時
20
分 

 

《
講
演
お
よ
び
意
見
交
換
会
》
図
書
室 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
２
時
30
分
～
３
時
15
分 

 

《
吹
奏
楽
演
奏
・
全
校
合
唱
》
体
育
館 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
３
時
20
分
～
４
時 

 

【
そ
の
他
】 

 

○
車
で
の
来
校
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

 

○
上
履
き
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

 

○
９
日
（月
）
～
14
日
（土
）
は
学
校
公
開
週
間
と

展
示
週
間
で
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
中
学
校
（副
校
長 

尾
暮
） ２

―
２
５
０
２ 

 

村
役
場
職
員
人
事 

 

【
退
職
】
９
月
30
日
付 

 
 

中
村 

雄
光
〔
徴
税
指
導
員
〕《
財
政
課
》 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
総
務
係 

 

２
―
３
１
１
１ 

      

母
島
巡
回
労
働
相
談 

  

小
笠
原
総
合
事
務
所
が
実
施
す
る
、
11
月
の
「母

島
巡
回
労
働
相
談
」の
日
程
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

当
日
、
都
合
が
悪
く
来
館
で
き
な
い
方
は
、
電
話

に
よ
る
相
談
も
可
能
で
す
。 

【
日
時
】
11
月
24
日
（火
） 

午
後
５
時
～
６
時 

【
場
所
】
母
島
村
民
会
館
２
階
会
議
室 

【
相
談
内
容
】 

○
労
働
条
件
（労
働
時
間
、
賃
金
、
解
雇
等
） 

○
求
人
求
職
（求
人
・
求
職
申
込
等
） 

○
労
災
保
険
（加
入
、
労
災
給
付
等
） 

○
雇
用
保
険
（加
入
、
失
業
給
付
等
） 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
総
合
事
務
所
２
―
２
１
０
２ 
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ア
カ
ギ
駆
除
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集 

  

母
島
に
お
け
る「
原
生
植
生
回
復
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

は
今
年
で
８
回
目
に
な
り
ま
す
。
昨
年
の
参
加
者
は

13
名
で
し
た
が
、
今
年
は
20
名
の
方
が
内
地
か
ら

参
加
さ
れ
ま
す
。
１
回
目
か
ら
毎
年
続
け
て
参
加
し

て
い
た
だ
い
て
い
る
方
や
、
住
民
と
の
交
流
を
楽
し

み
に
参
加
さ
れ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。 

 

本
年
も
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
の
で
、
内
地
か

ら
の
参
加
者
と
一
緒
に
活
動
し
て
い
た
だ
け
る
住
民

の
皆
様
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

【
実
施
日
時
】 

11
月
７
日
（土
） 

午
前
９
時
～
午
後
３
時
30
分
ご
ろ 

【
作
業
内
容
】 

ア
カ
ギ
の
萌
芽
刈
取
、
稚
幼
樹
抜
取
作
業 

【
作
業
場
所
】
母
島
桑
ノ
木
山
国
有
林
（都
道
沿
い
） 

【
申
込
締
切
】
11
月
５
日
（木
） 

【
申
込
先
】
母
島
観
光
協
会 

３
―
２
３
０
０ 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課 

小
笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保
全
対
策
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
―
２
１
０
３ 

 

森
林
生
態
系
保
護
地
域
への
入
林
受
付 

  

母
島
に
お
い
て
保
護
地
域
内
の
指
定
ル
ー
ト
を
利

用
す
る
た
め
の
簡
易
な
講
習
と
入
林
申
請
受
付
を
実

施
し
ま
す
。 

 

父
島
に
お
い
て
は
、
電
話
で
の
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。 

【
日
時
】
11
月
12
日
（木
）
午
後
７
時
～
８
時 

【
場
所
】
母
島
村
民
会
館
２
階
会
議
室 

【
必
要
な
も
の
】 

 

①
印
鑑 

②
村
民
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
（免
許

証
な
ど
） 

③
11
枚
綴
り
の
「村
民
の
皆
様
へ
」
（※
） 

※
「
村
民
の
皆
様
へ
」
に
つ
い
て
は
、
昨
年
各
家
庭

に
配
布
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
小
笠
原
村
に
新
た

に
転
入
さ
れ
た
方
に
は
、
村
役
場
村
民
課
ま
た
は

母
島
支
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
が
、
お
持
ち
で
な

い
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

【
年
間
入
林
申
請
（年
間
パ
ス
）】 

 
 

生
態
系
保
護
地
域
の
年
間
入
林
申
請
（
年
間
パ

ス
）
を
さ
れ
て
い
る
方
で
、
期
間
満
了
後
も
引
き

続
き
利
用
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入
林
申
請
の
再

申
請
が
必
要
で
す
。
年
間
パ
ス
の
有
効
期
間
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。 

 
 

再
申
請
の
際
に
は
、
現
在
の
許
可
書
お
よ
び
利

用
講
習
修
了
証
を
ご
持
参
の
う
え
、
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
総
合
事
務
所
国
有
林
課 

小
笠
原
諸
島
森
林
生
態
系
保
全
対
策
室 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
―
２
１
０
３ 

 

自
衛
官
募
集 

 

【
募
集
種
目
】
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校
生
徒 

【
対
象
年
齢
】
15
歳
以
上
17
歳
未
満 

【
受
付
期
間
】 

 
 

11
月
１
日
（日
）
～
平
成
22
年
１
月
８
日
（金
） 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

防
衛
省
自
衛
隊
東
京
地
方
協
力
本
部 

 
 

大
田
出
張
所 

０
３
―
３
７
３
６
―
４
２
７
１ 

 

東
京
都
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
に
よ
る 

 

平
成
21
年
度
小
笠
原
地
区
巡
回
相
談 

  

幼
児
・
児
童
の
子
育
て
に
関
し
て
、
児
童
相
談
セ

ン
タ
ー
の
専
門
の
医
師
、
児
童
心
理
司
、
児
童
福
祉

司
が
皆
さ
ん
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
お
子
さ
ん
の
こ

と
で
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 
 

【
相
談
内
容
】 

 

○
児
童
の
健
康
に
関
す
る
相
談 

○
育
成
・
育
児
相
談 

（不
登
校
、
進
学
な
ど
の
進
路
選
択
、
し
つ
け
、

性
格
や
行
動
に
関
す
る
相
談
な
ど
） 

 

○
知
的
発
達
障
害
相
談 

（こ
と
ば
の
遅
れ
、
自
閉
症
、
重
症
心
身
障
害
、

知
的
発
達
障
害
、
愛
の
手
帳
交
付
な
ど
） 

 

○
身
体
障
害
相
談 

（
視
聴
覚
障
害
、
言
語
発
達
障
害
、
肢
体
不
自

由
に
関
す
る
相
談
な
ど
） 

 

○
養
護
相
談 

（
被
虐
待
児
、
親
の
家
出
、
親
の
傷
病
な
ど
に

よ
り
養
育
が
困
難
な
児
童
の
相
談
な
ど
） 

【
母
島
】 

 

《
日
時
》
11
月
13
日
（金
） 

午
前
８
時
30
分
～
11
時 

 

《
場
所
》
小
笠
原
支
庁
母
島
出
張
所
会
議
室 

【
父
島
】 

 

《
日
時
》 

○
11
月
13
日
（金
）
午
後
５
時
～
６
時 

○
11
月
14
日
（土
）
午
前
９
時
～
午
後
６
時 

○
11
月
15
日
（日
）
午
前
９
時
～
正
午 

 

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室 

【
申
込
締
切
】
11
月
６
日
（金
） 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
支
庁
総
務
課
行
政
係 

２
―
２
１
２
１ 

 

銃
器
に
よ
る
弟
島
の
ノ
ヤ
ギ
駆
除 

 
東
京
都
で
は
、
弟
島
の
植
生
回
復
を
図
る
た
め
、

銃
器
に
よ
る
ノ
ヤ
ギ
の
駆
除
を
行
い
ま
す
。 

 

実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
安
全
に
十
分
配
慮
い
た
し

ま
す
が
、
皆
様
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
駆
除
期

間
中
は
弟
島
お
よ
び
そ
の
沿
岸
２
０
０
ｍ
以
内
に
は

立
ち
入
ら
な
い
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

【
実
施
期
間
】 

 
 

11
月
１
日
（日
）
～
８
日
（日
）、
11
日
（水
）、

12
日
（木
）、
19
日
（木
） 

 
 
 

午
前
６
時
30
分
～
正
午 

 

●
問
合
せ
先  

小
笠
原
支
庁
土
木
課
自
然
環
境
担
当 

２
―
２
１
２
３ 

 

ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
特
別
展 

 

◎
「
小
笠
原
の
地
名
」
（仮
題
） 

 

ボ
ニ
ン
・
小
笠
原
・
父
島
・
母
島
な
ど
、
こ
れ
ら

の
名
前
は
、な
ぜ
？ 

誰
が
つ
け
た
の
で
し
ょ
う
か
？

小
笠
原
嶋
図
絵
に
見
る
幕
末
の
巡
検
隊
に
よ
る
命
名

や
、
え
っ
！
こ
れ
が
っ
！ 

？ 

と
驚
く
よ
う
な
日
本

語
以
外
の
由
来
を
も
つ
地
名
な
ど
、
歴
史
の
中
で
ど

の
よ
う
に
命
名
さ
れ
、ど
う
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
、

わ
か
り
や
す
く
展
示
し
ま
す
。 

【
期
間
】
平
成
22
年
１
月
中
旬
ま
で
の
入
港
中 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー 

２
―
３
０
０
１ 

 

小
笠
原
高
校 

授
業
公
開 

 

【
期
間
】
11
月
24
日
（火
）～
11
月
28
日
（土
） 

【
時
間
】
１
時
限
目 

午
前
８
時
20
分 

 
 
 
 
 

～
６
時
限
目 

午
後
３
時
20
分 

 
 
 

※
相
談
ブ
ー
ス 

午
後
３
時
30
分
～
５
時 

※
最
終
日
６
時
限
目
は
保
護
者
会 

【
科
目
お
よ
び
時
間
割
】 

 

当
日
受
付
に
て
配
布
い
た
し
ま
す
。 

【
そ
の
他
】 

お
車
で
の
ご
来
校
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

大
勢
の
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
高
校 

 
 

２
―
２
３
４
６ 
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小
笠
原
高
校
公
開
講
座
の
お
知
ら
せ 

 

◎
父
島
野
外
巡
検 

【
内
容
】
父
島
で
の
野
外
活
動
を
通
し
て
、
固
有
生

物
、
外
来
生
物
、
地
質
、
生
態
系
、
小
笠
原
の

歴
史
（戦
跡
を
含
む
）
な
ど
の
理
解
を
深
め
る
。 

【
時
間
】
午
後
１
時
～
４
時 

【
日
程
お
よ
び
内
容
】 

 

①
11
月
21
日
（土
） 

 
 

《内
容
》全
体
説
明
お
よ
び
清
瀬
周
辺
の
戦
跡 

 

②
11
月
29
日
（日
） 

 
 

《内
容
》洲
崎
・巽
道
路
周
辺
の
自
然
お
よ
び 

 

戦
跡 

 

③
12
月
６
日
（日
） 

 
 

《内
容
》夜
明
山
の
自
然
お
よ
び
戦
跡
① 

 

④
12
月
12
日
（土
） 

 
 

《内
容
》夜
明
山
の
自
然
お
よ
び
戦
跡
② 

 

⑤
12
月
19
日
（土
） 

 
 

《内
容
》長
崎
・旭
山
の
自
然
お
よ
び
戦
跡 

【
講
師
】
上
條 

明
弘
（本
校
理
科
教
諭
） 

 

【
対
象
】
18
歳
以
上
の
方 

※
お
子
様
を
連
れ
て
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。 

※
移
動
手
段
は
、
皆
さ
ん
の
お
持
ち
の
乗
用
車
を

乗
り
合
い
で
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

【
定
員
】
20
名 

※
希
望
者
多
数
の
場
合
は
、
初
め
て
参
加
さ
れ
る

方
を
優
先
に
し
た
う
え
で
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。 

【
費
用
】
１
７
５
０
円
（受
講
料
お
よ
び
保
険
代
） 

【
申
込
方
法
】
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
話 

【
申
込
締
切
】
11
月
11
日
（水
） 

①
住
所
、
②
氏
名
、
③
性
別
、
④
年
齢
、
⑤
電

話
番
号
を
明
記
の
う
え
、
小
笠
原
高
校
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。 

 

◎
実
践
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
講
座 

【
内
容
】 

基
本
的
な
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

の
動
き
を
身
に
付
け
、
実
践
的
な
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

を
目
指
す
。 

【
日
時
】
11
月
14
日
（土
）
、
21
日
（土
）
、
23
日

（月
）、
28
日
（土
）、

  

12
月
５
日
（土
） 

 
 
 
 
 

各
回 

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分 

【
場
所
】
小
笠
原
高
等
学
校
体
育
館 

【
対
象
者
】
初
心
者
か
ら
中
級
者 

【
定
員
】
20
名 

【
参
加
費
】 

 

《
受
講
料
》
１
０
０
０
円 

 

※
事
前
に
納
付
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

《
ス
ポ
ー
ツ
保
険
代
》
５
０
０
円
（予
定
） 

 

※
初
回
に
徴
収
し
ま
す
。 

【
持
参
す
る
も
の
】 

運
動
の
で
き
る
シ
ュ
ー
ズ
（
体
育
館
内
で
使
用

で
き
る
上
履
き
） 

【
申
込
締
切
】
11
月
10
日
（火
） 

【
申
込
方
法
】
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
電
話 

①
住
所
、
②
氏
名
、
③
年
齢
、
④
電
話
番
号
、

⑤
経
験
の
有
無
、
⑥
ラ
ケ
ッ
ト
の
有
無
を
明
記
の

う
え
、
小
笠
原
高
校
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
高
等
学
校 

 
 
 
 

２
―
２
３
４
６ 

 
 
 
 
 
 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

 
 
 

２
―
２
３
４
１ 

 

電
話
に
よ
る
無
料
法
律
相
談 

 

第
二
東
京
弁
護
士
会
主
催
の
電
話
無
料
法
律
相
談

を
島
し
ょ
部
住
民
を
対
象
に
実
施
し
ま
す
。 

【
相
談
内
容
】
無
料
一
般
相
談 

【
実
施
日
程
】
11
月
27
日
（金
） 

【
実
施
時
間
】
午
前
10
時
～
正
午 

（１
件
あ
た
り
概
ね
20
分
） 

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
予
約
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
前
日
ま
で
に
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

●
事
前
予
約
受
付 

 
 

第
二
東
京
弁
護
士
会
法
律
相
談
セ
ン
タ
ー 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
３
―
３
５
９
２
―
１
８
５
５ 

 

●
当
日
の
問
合
せ
先 

 
 
 
 
 
 
 
 

０
３
―
３
５
８
１
―
２
４
０
７ 

ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
（大
村
海
岸
） 

 

商
工
会
青
年
部
で
は
、
美
し
い
小
笠
原
の
自
然
を

維
持
し
て
い
く
活
動
の
一
環
と
し
て
、
ビ
ー
チ
ク 

リ
ー
ン
を
毎
月
行
っ
て
い
ま
す
。 

今
月
は
、
大
村
海
岸
で
行
い
ま
す
。
台
風
や
荒
天

に
よ
り
ゴ
ミ
な
ど
が
溜
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 

【
日
時
】
11
月
23
日
（月
）
午
前
６
時
～
７
時
ご
ろ 

※
雨
天
中
止 

【
集
合
場
所
】
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
駐
車
場 

 

※
軍
手
、
ゴ
ミ
袋
は
用
意
い
た
し
ま
す
が
、
軍
手
を

お
持
ち
の
方
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

 

●
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
村
商
工
会
青
年
部 

 

２
―
２
６
６
６ 

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
会
員
募
集 

 

社
協
で
は
村
民
の
健
康
維
持
増
進
を
図
り
、
世
代

交
流
と
生
き
が
い
づ
く
り
の
一
環
と
し
て
（財
）長
寿

社
会
開
発
セ
ン
タ
ー
の
助
成
金
を
受
け
て
、
グ
ラ
ウ

ン
ド
ゴ
ル
フ
普
及
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

助
成
金
に
よ
り
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
用
具
を
揃
え
、

会
員
に
用
具
の
貸
出
し
、練
習
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

ま
た
、
今
年
中
に
大
会
を
実
施
す
る
計
画
を
立
て

て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
「
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
会

員
」
と
し
て
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

【
会
員
受
付
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
受
付 

【
年
会
費
】 

 
 

１
０
０
０
円
（一
般
） 

 
 

５
０
０
円
（小
学
生
、
中
学
生
、
75
歳
以
上
） 

 

※
母
島
に
お
き
ま
し
て
も
母
島
社
協
に
用
具
が
揃
え

て
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
村
社
会
福
祉
協
議
会 

２
―
２
４
８
６ 

  

男
の
料
理
教
室
受
講
生
募
集 

 
 ◎

第
24
回 

島
食
材
を
使
っ
た
鍋
料
理 

～
場
所
を
移
し
昼
食
会
を
し
ま
す
～ 

 

健
康
維
持
・
増
進
の
た
め
に
は
日
ご
ろ
の
食
習
慣

が
大
切
で
す
。 

栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
料
理
を
作
り
た
い
。
ま

た
、
料
理
好
き
だ
が
自
己
流
な
の
で
、
正
し
い
料
理

法
を
知
り
た
い
と
い
う
方
、ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
11
月
15
日
（日
）
午
前
９
時
～
午
後
１
時 

【
集
合
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
調
理
室 

【
募
集
人
数
】
10
名
程
度
（成
人
男
性
） 

【
参
加
費
】
１
０
０
０
円
程
度
（食
材
に
よ
る
） 

【
持
ち
物
】
包
丁
、
エ
プ
ロ
ン
ま
た
は
前
掛
け
、 

 

三
角
巾
（バ
ン
ダ
ナ
・
タ
オ
ル
可
）、
飲
み
物 

【
申
込
締
切
】
11
月
13
日
（金
）
※
先
着
順 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

小
笠
原
村
社
会
福
祉
協
議
会 

２
―
２
４
８
６ 

 

植
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集 

  

森
林
再
生
事
業
の
た
め
、
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
な

ど
を
伐
採
し
た
跡
に
シ
マ
ホ
ル
ト
ノ
キ
な
ど
を
植
え

ま
す
。 

村
民
の
皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
実
施
日
】
11
月
８
日
（日
）小
雨
決
行 

 
 
 
 
 

※
雨
天
の
場
合
、
15
日
（日
）に
延
期 

【
集
合
場
所
】
夜
明
山
国
立
天
文
台
駐
車
場 

【
集
合
時
間
】
午
前
９
時 

【
解
散
時
間
】
午
前
11
時
ご
ろ 

【
申
込
方
法
】 

 
 

①
名
前
、
②
電
話
番
号
を
明
記
の
う
え
、 

 
 

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
２
―
２
２
０
６
）
に
て
お
申
し
込
み 

 

く
だ
さ
い
。 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
小
笠
原
野
生
生
物
研
究
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
―
２
２
０
６ 
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島
で
あ
そ
び
隊
！ 

 

【
作
っ
て
あ
そ
び
隊
！ 

】
※
抽
選 

 

～
自
然
の
中
で
テ
ィ
ー
タ
イ
ム
～ 

 

《
日
時
》
11
月
23
日
（月
） 

午
前
10
時
～
午
後
４
時 

 
 

※
予
備
日
11
月
29
日
（日
） 

 

《
集
合
場
所
》
洲
崎 

 

 

《
募
集
人
数
》
20
名
（小
学
生
、
中
学
生
対
象
） 

 

《
参
加
費
》
３
０
０
円
（ワ
ー
ク
シ
ー
ト
代
含
む
） 

 

《
持
ち
物
》
弁
当
、
飲
物
、
帽
子
、
軍
手
、 

 
 
 
 

タ
オ
ル
、
汚
れ
て
も
良
い
服
装
、
運
動
靴 

 

《
主
催
》
Ｂ
Ｉ
Ｏ
、
環
境
省 

 
 
 

 

【
予
約
方
法
】 

○
用
紙
で
の
応
募
と
な
り
、
電
話
で
の
予
約
は
で

き
ま
せ
ん
。 

○
小
笠
原
小
学
校
と
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
に
申
込

箱
を
置
き
ま
す
。 

○
参
加
者
に
は
追
っ
て
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。 

【
申
込
締
切
】
11
月
13
日
（金
） 

※
詳
細
は
、
島
で
あ
そ
び
隊
チ
ラ
シ
に
て
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

【
注
意
・
確
認
事
項
】 

○
行
事
保
険
（開
催
者
負
担
）に
加
入
し
て
い
ま
す
。 

○
小
学
生
未
満
の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。 

（保
護
者
同
伴
で
見
学
は
可
能
で
す
。） 

 

●
問
合
せ
先 

Ｂ
Ｉ
Ｏ
あ
そ
び
隊
事
務
局 

 
 
 
 
 
 
 

０
９
０
―
５
２
０
３
―
６
７
５
９ 

 

「ギ
ャ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
・キ
ッ
ズ
」開
催 

 

◎
第
２
回
「
秋
の
星
座
の
物
語 

」 
 

子
供
の
た
め
の
星
の
観
察
会
「
ギ
ャ
ラ
ク
テ
ィ
ッ

ク
・
キ
ッ
ズ
」
第
２
回
を
開
催
し
ま
す
。 

誕
生
日
の
星
座
の
「
や
ぎ
座
」「
み
ず
が
め
座
」「
う

お
座
」
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
！ 

【
日
時
】
11
月
16
日
（月
）
午
後
７
時
～
８
時
30
分

※
午
後
６
時
30
分
よ
り
受
付
開
始 

【
対
象
者
】
小
学
校
３
年
生
以
上 

※
２
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
で
参
加
可
能
で
す
。 

【
集
合
場
所
】
奥
村
グ
ラ
ウ
ン
ド 

【
参
加
費
】
３
０
０
円
（保
険
代
含
む
） 

※
２
回
目
か
ら
は
１
０
０
円 

【
講
師
】
官
谷
幸
利
（国
立
天
文
台
研
究
員
） 

 

●
問
合
せ
先 

 

 
 

ギ
ャ
ラ
ク
テ
ィ
ッ
ク
・
キ
ッ
ズ
運
営
委
員
会 

 
 

事
務
局
（国
立
天
文
台
内
） 

官
谷
幸
利 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２
―
７
３
３
３ 

 

は
は
じ
ま
丸
の
冬
季
ダ
イ
ヤ 

  

は
は
じ
ま
丸
は
、
11
月
か
ら
１
月
ま
で
の
期
間
、

一
部
の
便
を
冬
季
の
ダ
イ
ヤ
で
運
航
い
た
し
ま
す
。 

【
運
航
期
間
】 

11
月
１
日
（日
）～
平
成
22
年
１
月
14
日
（木
） 

【
冬
季
ダ
イ
ヤ
】 

お
が
さ
わ
ら
丸
父
島
入
港
の
翌
日 

 

母
島
発 

午
前
11
時
30
分 

※
通
常
ダ
イ
ヤ 

母
島
発 

正
午 

 

●
問
合
せ
先 

伊
豆
諸
島
開
発
（株
） 

 
 

父
島
代
理
店 

 
 
 
 
 
 

２
―
２
１
１
１ 

 
 

母
島
代
理
店 

 
 
 
 
 
 

３
―
２
３
３
１ 

 

は
は
じ
ま
丸
ド
ッ
ク
中
の
代
船
運
航 

  

は
は
じ
ま
丸
は
11

月
４
日
（
水
）
か
ら
11

月 

23
日
（月
）ま
で
の
間
、
中
間
検
査
の
た
め
ド
ッ
ク
に

入
渠
し
ま
す
。
こ
の
期
間
の
代
船
と
し
て
、
ゆ
り
丸

（４
６
９
ｔ
、
定
員
90
名
）を
運
航
い
た
し
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

な
お
、
父
島
～
母
島
間
の
所
要
時
間
は
２
時
間
20

分
と
な
り
ま
す
。 

 

●
問
合
せ
先 

伊
豆
諸
島
開
発
（株
） 

 
 

父
島
代
理
店 

 
 
 
 
 
 

２
―
２
１
１
１ 

 
 

母
島
代
理
店 

 
 
 
 
 
 

３
―
２
３
３
１ 

 

                                       

     

母
島
診
療
所
の
休
診 

  

11
月
20
日
（金
）、
21
日
（土
）
に
母
島
で
実
施

さ
れ
る
小
笠
原
村
健
康
診
断
に
伴
い
、
次
の
日
程
で

母
島
診
療
所
を
休
診
と
い
た
し
ま
す
。 

な
お
、
救
急
患
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お

り
１
１
９
番
に
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

【
休
診
日
】
11
月
20
日
（金
） 

【
休
診
科
目
】
医
科
お
よ
び
歯
科 

 

●
問
合
せ
先 

母
島
診
療
所 

 
 

３
―
２
１
１
５ 

 

肺
が
ん
（喀
た
ん
検
査
）検
診 

 

【
対
象
者
】 

小
笠
原
村
に
住
民
登
録
し
て
い
る
40
歳
以
上

の
方 

【
検
査
方
法
】 

専
用
容
器
に
３
日
間
の
「
た
ん
」
を
取
り
、
提

出
し
て
い
た
だ
く
だ
け
の
簡
単
な
も
の
で
す
。 

【
費
用
】
無
料 

【
申
込
方
法
】 

検
体
容
器
や
質
問
票
な
ど
を
配
布
し
ま
す
の 

で
、
直
接
申
込
先
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
申
し

込
み
は
、
代
理
の
方
で
も
結
構
で
す
。 

【
申
込
期
間
】 

11
月
２
日
（月
）～
11
月
18
日
（水
） 

 

●
申
込
み
・
問
合
せ
先 

 
 

村
民
課
福
祉
係 

 
 
 
 
 

２
―
３
９
３
９ 

 
 

母
島
支
所
庶
務
係 

 
 
 
 

３
―
２
１
１
１ 

     

小
笠
原
海
運
㈱ 

０
３
―
３
４
５
１
―
５
１
７
１

お
が
さ
わ
ら
丸

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

等 級 大 人 小 人 

２ 等 ２２，５７０ (±0) １１，２９０ (±0)

特 ２ 等 ３３，８５０ (±0) １６，９３０ (±0)

１ 等 ４５，１４０ (±0) ２２，５７０ (±0)

特 １ 等 ５２，１９０ (±0) ２６，１００ (±0)

特 等 ５６，４９０ (±0) ２８，２５０ (±0)

２等（学割） １８，０６０ (±0) 
２等 

（身体障害者割引） １１，２９０ (±0)  ５，６５０ (±0)
村民割引 

（往復）２等 ３３，８６０ (±0) １６，９４０ (±0)

貨
物
運
賃 

１  等  品 １５，２０４ (±0)

２  等  品 １４，１５４ (±0)

３  等  品 １３，０２０ (±0)

小口貨物 

（１口） 

０．１０トン以下  １，５２３ (±0)

０．０７５トン以下  １，１３４ (±0)

１１月の燃料油価格変動調整金 
 

 １１月の調整金を含む運賃（旅客・貨物）は、次のとおりとなります。 

翌月以降の調整金については、直接営業所（２―２１１１）まで、お問い合

わせください。※（  ）内は変動調整額 単位：円 

伊
豆
諸
島
開
発
㈱ 

０
３
―
３
４
５
５
―
３
０
９
０

貨
物
運
賃 

１ 等  品 ８，６４５ （+581）

２  等  品 ８，１０４ （+544）

３  等  品 ７，５６４ （+508）

小口貨物 

（１口） 

０．１０トン以下 ８６６ （+58）

０．０７５トン以下 ６５３ （+44）

は
は
じ
ま
丸 

 
 
 
 
 

 
 

等 級 大 人 小 人 

２ 等 ４，２３０ (+450) ２，１２０ (+230)

１ 等 ８，４７０ (+910) ４，２４０ (+460)

村民割引 
（往復）２等 ５，５００ (+580) ２，７６０ (+300)
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― 村民課福祉係 ―

― 第 １１７ 号 ― 

クジラの伝言板 

 

 

村民課福祉係 

 2－3939 

 
 

 

 

いよいよ健康診断が間近に迫ってきました。昨年は６６１名の村民の方が受けられました。今年もたくさんの方に受

けていただきたいと思います。１１月２日（月）から予約受付が開始されますので、ぜひ忘れずにお申し込

みください。下記に健康診断でわかる検査項目を記しますので、受ける際の参考にしてください。 

 

 項目名 項目の詳しい説明 検査でわかること 

末
梢
血
液
一
般 

赤血球数 
赤血球とは：体の各部の組織細胞へ酸素を運び入れ、二酸化

炭素を運び出す働きをしています。 
血液の状態を知り、貧血の診断を行いま

す。 

血色素量 
（ヘモグロビン量） 

ヘモグロビン（Hb）とは：赤血球の働きの中心となってい

ます。ヘモグロビンが少ないと、酸素が各細胞組織に十分供

給されないため、貧血症状を起こす場合があります。 

ヘマトクリット 
ヘマトクリットとは：血液中に赤血球が占める容積の比率

を表します。 

肝
機
能 

AST（GOT） 
AST とは：体を作る酵素の一種で、心臓の筋肉や骨格筋、

肝臓に多く含まれます。 AST の値は心筋梗塞でも上昇します。一

般的には左記の 3 つの値とそれに加えて

中性脂肪や BMI なども踏まえ、アルコー

ル肝障害や脂肪肝、エネルギー過剰摂取

等を判断します。 

ALT（GPT） 
ALT とは：体を作る酵素の一種で、肝臓や腎臓に多く含ま

れます。 

γ―GTP 
(ガンマ- 

ジーティーピー) 

γ―GTP とは：体を作る酵素の一種で、腎臓や肝臓に多く

含まれます。アルコールに敏感に反応して上昇します。 

脂
質
代
謝 

HDL 

コレステロール 

HDL コレステロールとは：血液中の余分なコレステロール

を肝臓に運ぶ役割をしています。体内のコレステロールが増

えるのを防いでいることから、俗に「善玉コレステロール」

と呼ばれています。 

HDLコレステロールとLDLコレステ

ロールのバランスを見ることが大切で

す。基準値内で HDL コレステロールが

高く、LDL コレステロールが低ければ

問題ありません。 

また、HDL コレステロールが低く、

LDL コレステロールが高い場合は血管

に負担がかかっている恐れがあります。

動脈硬化に注意！ 

LDL 

コレステロール 

LDL コレステロールとは：肝臓で作ったコレステロールを

体内の細胞へ運ぶ役割をしています。LDL コレステロールが

血管内に溜まると動脈硬化の原因となることから、俗に「悪

玉コレステロール」と呼ばれています。 

中性脂肪 
中性脂肪とは：食事によって摂取される脂肪のほとんどを占

めていて、エネルギー源として活用されます。過剰に取り過

ぎると体内に貯蔵され、肥満の原因になります。 

中性脂肪が高値の場合、BMI やγ－

GTP、HbA1c との相互関係により、肥

満やアルコール、エネルギーや糖質の過

剰摂取が疑われます。 

糖
尿
病 

HbA1ｃ 
（ヘモグロビン 

エーワンシー） 

HbA1ｃとは：赤血球の寿命と深く関係しており、過去１～

２か月の血糖のコントロール状態（平均血糖値）を知る指標

になります。 

HbA1c が高値の場合、まずは糖尿病を

疑います。放置しておくと危険ですので、

必ず受診してください。 

尿
酸 尿酸 

尿酸とは：プリン体の最終代謝産物であり、体内や関節に沈

殿すると痛風発作を起こします。 
基準値を超えている場合、高尿酸血症や

痛風の疑いがあります。 

身長や体重、血圧は日常的に測れます。今回は普段知る

ことのできない血液から分かることを一覧にします。 

クジラ：採血の検査って数ml の血液から色々なことが分かるんですね！すごい！!  

あ、そういえば、１１月２日から肺がん検診の申し込みが始まりますね。 
 

保健師：始まります！福祉係と支所の窓口で喀痰容器をお渡しいたしますので、ぜひお申し込みください。
 

クジラ：今月は、肺がん検診だったり健康診断だったり…なんだか忙しくて受けるのを忘れそう…。 
 

保健師：ちょっと大変ですよね。でも、１年に１度の大イベントなので、ぜひ忘れずにお受けください。 

毎年受けることで、自分の体を客観的に把握することができますよ。健康診断の日程は、 

母島が 20 日および 21 日、父島が23 日～27 日になります。 
 

クジラ：はーい。あ、まずは予約に行かないと…。 

◎村民の皆様のご要望により、今年から「尿酸」が復活しました！ 
 

◎上の表から自分の中で「今年の気になる検査項目」を見つけてみてはいかがですか？ 
お腹まわりが…
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眼
科
専
門
診
療 

 

【
父
島
】 

《
日
時
》
11
月
２
日
（月
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

  
    

４
日
（水
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 

  
  

５
日
（木
）
午
前
・
午
後 

 

《
場
所
》
小
笠
原
村
診
療
所 

【
母
島
】 

《
日
時
》
11
月
７
日
（土
）
午
前
・
午
後 

 
 
 
 
 
 

 

  

８
日
（日
）
午
前 

《
場
所
》
母
島
診
療
所 

○
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
処
方
は
で
き
ま
せ
ん
の
で

ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

○
眼
科
検
査
は
一
般
的
に
大
変
時
間
が
か
か
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

《
受
付
時
間
》 

午
前
８
時
（母
島
は
８
時
30
分
）～
11
時 

 
 

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
村
診
療
所 

２
―
３
８
０
０ 

 
 
 
 
 
 

母
島
診
療
所 

 
 

３
―
２
１
１
５ 

 

乳
幼
児
健
診
・
歯
科
健
診 

 

対
象
者
の
方
に
は
、
個
別
通
知
い
た
し
ま
す
。 

６
歳
未
満
の
乳
幼
児
で
健
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

お
手
数
で
す
が
、
事
前
に
電
話
で
の
ご
予
約
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

【
対
象
者
】
３
，
４
か
月
、
６
，
７
か
月
、 

９
，
10
か
月
、
1
歳
６
か
月
、 

２
歳
６
か
月
（歯
科
健
診
の
み
）、 

３
歳
の
乳
幼
児 

【
父
島
】 

 

《
日
時
》
11
月
13
日
（金
）
午
後
２
時
～
３
時 

《
場
所
》
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階
会
議
室 

【
母
島
】 

《
日
時
》
11
月
17
日
（火
）
午
後
２
時
～
３
時 

《
場
所
》
母
島
診
療
所
２
階
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
ル
ー
ム 

 ●
問
合
せ
先 

村
民
課
福
祉
係 

 

２
―
３
９
３
９ 

 
 
 
 
 
 

母
島
支
所 

 
 
 

３
―
２
１
１
１ 

ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
教
室
（父
島
） 

 

今
月
は
健
康
診
断
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
前
に
気
持

ち
よ
く
体
を
動
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

今
回
は
、ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
で
す
。 

【
対
象
者
】
20
歳
以
上
の
方
（医
師
か
ら
運
動
を
止

め
ら
れ
て
い
る
方
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
） 

【
日
時
】
11
月
11
日
（水
）午
前
９
時
30
分
～
11
時 

【
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー 

【
必
要
な
も
の
】
運
動
の
で
き
る
服
装
、
飲
み
物 

 

●
問
合
せ
先 

村
民
課
福
祉
係 

 

２
―
３
９
３
９ 

 

育
児
学
級
（歯
科
の
会
） 

 
歯
科
衛
生
士
か
ら
の
お
話
と
歯
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行

い
ま
す
。
事
前
の
予
約
は
不
要
で
す
。 

 

【
対
象
者
】
10
か
月
か
ら
１
歳
５
か
月
、
１
歳
７
か

月
か
ら
２
歳
５
か
月
く
ら
い
の
お
子
様
と
保

護
者 

【
日
時
】 

11
月
10
日
（火
）
午
前
９
時
～
11
時
30
分 

【
場
所
】
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
多
目
的
ホ
ー
ル 

【
必
要
な
も
の
】
母
子
手
帳 

 

●
問
合
せ
先 

村
民
課
福
祉
係 

 

２
―
３
９
３
９ 

            

     

世
界
自
然
遺
産
の
コ
ー
ナ
ー 

 

◎
小
笠
原
諸
島
世
界
自
然
遺
産
登
録
に
向
け

て
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
募
集 

  

村
民
一
人
ひ
と
り
が
小
笠
原
諸
島
の
有
す
る
優
れ

た
自
然
環
境
に
対
し
て
の
関
心
を
深
め
、
村
民
が
一

体
と
な
っ
て
世
界
自
然
遺
産
登
録
に
向
け
た
気
運
を

高
め
る
た
め
、
誰
も
が
共
通
に
掲
げ
る
こ
と
の
で
き

る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
募
集
し
ま
す
。 

 

ス
ロ
ー
ガ
ン
は
世
界
自
然
遺
産
登
録
に
向
け
た
活

動
に
幅
広
く
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

【
応
募
資
格
】
小
笠
原
村
民 

【
テ
ー
マ
】 

世
界
自
然
遺
産
登
録
に
向
け
て
「
小
笠
原
諸
島

を
強
く
印
象
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
」
あ
る

い
は
「
小
笠
原
村
民
の
登
録
に
向
け
た
意
気
込
み

を
発
信
で
き
る
も
の
」
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー 

【
応
募
方
法
】 

 
 

応
募
用
紙
に
ご
記
入
の
う
え
、
応
募
箱
に
入
れ

て
く
だ
さ
い
。
お
一
人
様
何
点
で
も
ご
応
募
で
き

ま
す
。 

【
応
募
用
紙
お
よ
び
応
募
箱
設
置
場
所
】 

 

○
父
島
・
母
島
観
光
協
会
窓
口 

○
二
見
港
船
客
待
合
所
観
光
協
会
窓
口 

【
応
募
期
間
】 

11
月
１
日
（日
）
～
11
月
30
日
（月
） 

【
賞
品
】 

 

《
最
優
秀
賞
》
１
名 

○
父
島
～
東
京
お
が
さ
わ
ら
丸
２
等
往
復 

 

乗
船
券 

 

《
佳
作
》
５
名 

 
 

○
小
笠
原
ラ
ム
酒
・
パ
ッ
シ
ョ
ン
リ
キ
ュ
ー
ル 

セ
ッ
ト 

【
選
考
方
法
】 

 
 

小
笠
原
諸
島
世
界
自
然
遺
産
候
補
地
地
域
連
絡

会
議
事
務
局
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
な
お
、
入
賞

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
複
数
の
方
か
ら
提
案
さ
れ
た
場
合

は
、
抽
選
に
よ
り
入
賞
者
を
決
定
し
ま
す
。 

【
入
賞
発
表
】 

 
 

12
月
末
ま
で
に
直
接
入
賞
者
に
通
知
す
る
と

と
も
に
、
父
島
・
母
島
観
光
協
会
窓
口
に
掲
示
し

ま
す
。 

【
そ
の
他
】 

○
入
賞
作
品
の
著
作
権
等
一
切
の
権
利
は
小
笠
原

村
に
帰
属
し
ま
す
。 

○
応
募
作
品
は
補
作
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

○
応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
。 

○
応
募
者
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
選
考
お
よ

び
発
表
に
係
わ
る
事
項
以
外
に
は
使
用
し
ま

せ
ん
。 

【
応
募
に
関
す
る
問
合
せ
先
】 

 
 

小
笠
原
村
観
光
協
会 

 
 
 

２
―
２
５
８
７ 

 

◎
第
３
回 

２
９
９
（ニ
ク
キ
ュ
ー
）
の
会
の
開
催 

 

～
母
島
で
動
物
を
飼
っ
て
い
る
人
の 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
～ 

 

２
９
９
の
会
（母
島
）
は
、
７
月
の
派
遣
診
療
で
の

懇
親
会
を
き
っ
か
け
に
誕
生
し
ま
し
た
。 

 

８
月
31
日
、
１
回
目
の
２
９
９
の
会
が
開
か
れ
ま

し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
飼
っ
て
い
る
イ
ヌ
、
ネ
コ
の
写

真
を
見
せ
合
っ
た
り
し
て
ど
ん
な
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て

い
る
の
か
自
己
紹
介
。
そ
の
後
、
飼
い
主
と
し
て
日

ご
ろ
考
え
て
い
る
こ
と
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
話
し
合
っ

た
り
し
ま
し
た
。 

 

10
月
18
日
、
２
回
目
の
会
も
開
催
さ
れ
、
次
回

は
も
っ
と
多
く
の
ペ
ッ
ト
主
に
集
ま
っ
て
も
ら
お
う

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

テ
ー
マ
は「
派
遣
診
療
の
継
続
に
つ
い
て
」で
す
。 

 

来
年
も
、
今
年
・
昨
年
と
同
様
に
東
京
か
ら
の
派

遣
獣
医
師
団
を
招
き
、
治
療
や
健
康
診
断
を
行
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
参
加
を

お
願
い
し
ま
す
。 
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【
日
時
】 

11
月
15
日
（日
）
午
後
７
時
～
８
時
ご
ろ 

※
８
日
（日
）
に
変
更
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま

す
の
で
、
掲
示
板
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

【
場
所
】
母
島
支
所
大
広
間 

 

●
「
２
９
９
の
会
」
問
合
せ
先 

 
 

有
賀 

 
 

０
９
０
―
３
０
６
０
―
８
４
９
３ 

 
 

有
川 

 
 

０
９
０
―
３
５
０
２
―
８
３
５
５ 

 

●
問
合
せ
先 

総
務
課
企
画
政
策
室
２
―
３
１
１
１ 

 

ア
カ
ポ
ッ
ポ
探
検
隊 

 

第
18
回
「
ダ
ニ
の
気
持
ち
」 

 

環
境
省
の
レ
ッ
ド
デ
ー
タ
ブ
ッ
ク
に
、
野
生
絶
滅

種
と
し
て
載
っ
て
い
る
ダ
ニ
が
一
種
だ
け
い
ま
す
。 

ト
キ
ウ
モ
ウ
ダ
ニ
、
ト
キ
の
羽
毛
に
の
み
住
む
ダ

ニ
で
、
ト
キ
の
野
生
絶
滅
と
共
に
、
同
じ
運
命
を
た

ど
り
ま
し
た
。
幸
運
に
も
ト
キ
ウ
モ
ウ
ダ
ニ
は
、
近

年
放
鳥
さ
れ
た
中
国
産
ト
キ
に
も
付
い
て
お
り
、
野

生
復
帰
を
果
た
し
ま
し
た
。 

オ
ガ
サ
ワ
ラ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
は
、
19
世
紀
に
絶
滅
し

ま
し
た
。
同
時
に
固
有
の
ウ
モ
ウ
ダ
ニ
も
絶
滅
し
た

で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
寄
生
虫
が
注
目
さ
れ
る
こ

と
は
少
な
い
で
す
が
、
多
数
が
人
知
れ
ず
絶
滅
し
て

い
る
は
ず
で
す
。 

ア
カ
ポ
ッ
ポ
に
石
門
や
東
平
が
必
要
な
よ
う
に
、

ウ
モ
ウ
ダ
ニ
に
は
生
息
地
と
し
て
鳥
が
必
要
で
す
。

ア
カ
ポ
ッ
ポ
が
絶
滅
す
れ
ば
、
ま
だ
見
ぬ
ウ
モ
ウ
ダ

ニ
の
絶
滅
を
も
引
き
起
こ
す
で
し
ょ
う
。 

ウ
モ
ウ
ダ
ニ
研
究
は
発
展
途
上
に
あ
り
、
ア
カ
ポ

ッ
ポ
に
ど
ん
な
ダ
ニ
が
付
い
て
い
る
か
は
、
よ
く
わ

か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
ア
カ
ポ
ッ
ポ
か
ら
新

種
の
ウ
モ
ウ
ダ
ニ
を
見
つ
け
た
ら
、「
カ
ラ
ス
バ
ト
ウ

モ
ウ
ダ
ニ
」
で
は
な
く
「
ア
カ
ポ
ッ
ポ
ウ
モ
ウ
ダ
ニ
」

と
命
名
し
て
く
だ
さ
い
ね
。 

 

森
林
総
研
主
任
研
究
員 

川
上
和
人 

 

●
問
合
せ
先 

教
育
委
員
会 

 
 

２
―
３
１
１
７ 

小
笠
原
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ 

 
 
 

 

協
会
（Ｏ
Ｗ
Ａ
）の
コ
ー
ナ
ー 

 

  

「
個
体
識
別
の
先
に
あ
る
も
の
」 

 

先
月
の
イ
ル
カ
調
査
で
＃
20
親
子
と
ザ
ッ
ク
（＃

９
）
親
子
に
遭
遇
。
ウ
ェ
ザ
ー
沖
で
出
会
っ
た
の
は

＃
20
と
ザ
ッ
ク
を
含
む
親
子
グ
ル
ー
プ
。
南
島
沖
で

は
＃
20
の
娘
＃
19
と
ザ
ッ
ク
の
息
子
＃
２
３
２
の

若
者
グ
ル
ー
プ
。
親
と
子
が
別
々
の
場
所
で
行
動
し

て
い
た
よ
う
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
、
個
体
識
別
調

査
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
イ
ル
カ
の
血
縁
関
係
だ

け
で
な
く
社
会
的
な
結
び
つ
き
が
少
し
ず
つ
分
か
っ

て
き
ま
す
。 

ミ
ナ
ミ
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
に
限
ら
ず
多
く
の
イ
ル

カ
や
ク
ジ
ラ
類
、
霊
長
類
（人
間
含
む
）
な
ど
は
、
集

合
と
離
散
を
繰
り
返
す
流
動
的
で
社
会
的
な
結
び
つ

き
（集
合
離
散
）を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
集
合
離
散
を
噛
み
砕
い
て
説
明
し
て
み
ま
し

ょ
う
。「
♯
19
子
は
朝
食
を
食
べ
な
が
ら
家
族
と
団

ら
ん
。
登
校
後
は
同
級
生
た
ち
と
授
業
を
受
け
、
放

課
後
に
は
部
活
の
仲
間
た
ち
と
汗
を
流
す
。
夕
方
は

♯
２
３
２
太
郎
と
初
デ
ー
ト
。
帰
宅
後
は
親
戚
一
家

と
夕
食
タ
イ
ム
。
親
戚
一
家
の
帰
宅
後
は
再
び
家
族

で
の
団
ら
ん
」。
家
族
、
同
級
生
、
部
活
の
仲
間
、
彼

氏
、
親
戚
、
再
び
家
族
、
異
な
る
メ
ン
バ
ー
と
く
っ

つ
い
た
り
離
れ
た
り
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が

意
味
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
ま

す
ね
。
こ
れ
が
集
合
離
散
と
い
う
社
会
的
な
結
び
つ

き
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。 

さ
て
、
イ
ル
カ
の
社
会
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。

ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
で
は
親
子
グ
ル
ー
プ
や
オ
ス
メ
ス

が
入
り
混
じ
っ
た
若
者
グ
ル
ー
プ
な
ど
、
様
々
な
グ

ル
ー
プ
を
作
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
＃
19
が

初
め
て
確
認
さ
れ
た
の
は
２
０
０
３
年
。
当
時
は
常

に
母
親
と
一
緒
で
し
た
が
、
２
０
０
６
年
以
降
母
親

と
は
別
々
に
行
動
し
て
い
る
様
子
も
確
認
さ
れ
て
い

ま
す
。
も
し
か
し
た
ら
、
す
で
に
親
離
れ
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
今
後
♯
19
と
♯
２
３
２
は
若
者
グ

ル
ー
プ
と
し
て
行
動
し
、
時
が
来
た
ら
♯
19
は
育
児

の
た
め
に
母
親
と
共
に
親
子
グ
ル
ー
プ
と
し
て
行
動

す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
後
の
調
査
で
、
こ
れ

ら
の
グ
ル
ー
プ
の
形
成
と
消
失
過
程
に
つ
い
て
面
白

い
事
実
が
見
つ
か
る
と
嬉
し
い
の
で
す
が
、
ど
う
な

る
こ
と
や
ら
。 

 

●
問
合
せ
先 

小
笠
原
ホ
エ
ー
ル
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
協
会 

２
―
３
２
１
５ 

 

海
洋
セ
ン
タ
ー
だ
よ
り 

そ
の
102 
 

―
水
槽
の
子
ガ
メ
た
ち
― 

  

海
洋
セ
ン
タ
ー
の
飼
育
水
槽
で
は
、
毎
年
２
５
０

～
３
０
０
頭
の
子
ガ
メ
を
飼
育
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
ヘ
ッ
ド
ス
タ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
短
期
育
成
放
流
事

業
）
と
呼
ば
れ
る
事
業
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
も

の
で
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
最
も
死
亡
率
の
高
い
時
期
を
人

の
手
に
よ
っ
て
保
護
・
育
成
し
、
あ
る
程
度
の
大
き

さ
に
成
長
し
た
と
こ
ろ
で
放
流
す
る
こ
と
で
、
生
き

残
る
確
率
を
高
く
し
よ
う
と
い
う
目
的
で
行
っ
て
い

ま
す
。 

 

今
年
も
小
笠
原
小
学
校
５
年
生
が
総
合
学
習
で
取

り
組
む
子
ガ
メ
を
皮
切
り
に
、
７
月
13
日
よ
り
飼
育

を
開
始
し
ま
し
た
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
海
水
温

が
高
い
た
め
、
子
ガ
メ
た
ち
の
食
欲
も
旺
盛
で
、
た

っ
ぷ
り
と
餌
を
食
べ
、
す
く
す
く
と
成
長
し
て
い
ま

す
。７
月
中
旬
に
飼
育
を
開
始
し
た
子
ガ
メ
た
ち
は
、

す
で
に
体
重
は
平
均
で
６
０
０
ｇ
に
達
し
、
生
ま
れ

た
と
き
（
25
ｇ
程
度
）
の
24
倍
も
の
大
き
さ
に
な
っ

て
い
ま
す
。 

こ
の
子
ガ
メ
た
ち
に
は
、
す
で
に
リ
ビ
ン
グ
・
タ

グ
（生
体
標
識
）
を
装
着
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア

オ
ウ
ミ
ガ
メ
の
幼
体
の
背
中
（黒
色
）と
お
腹
（白
色
）

の
色
の
違
い
を
利
用
し
て
、
甲
羅
の
表
皮
組
織
を
４

㎜
角
く
ら
い
の
大
き
さ
に
切
り
取
っ
て
入
れ
替
え
る

こ
と
で
、
黒
い
背
中
に
白
い
斑
点
が
、
白
い
お
腹
に

は
黒
い
斑
点
が
残
り
ま
す
。
同
じ
年
に
生
ま
れ
た
子

ガ
メ
に
は
、甲
羅
の
同
じ
場
所
に
施
す
こ
と
に
よ
り
、

年
代
識
別
や
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
飼
育
個
体
で
あ
る
こ

と
の
識
別
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
取
り
組
み
は
、
２
０
０
５
年
か
ら
行
っ
て
い

る
も
の
で
、
今
年
で
５
年
目
と
な
り
ま
す
。
実
施
方

法
も
確
立
し
、
子
ガ
メ
た
ち
の
背
中
に
あ
る
、
白
い

斑
点
が
水
槽
を
訪
れ
た
皆
様
の
目
に
留
ま
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、
成
長
に
伴
う
標
識
の

変
化
を
み
る
た
め
に
、
毎
年
３
～
４
頭
を
残
し
、
継

続
飼
育
し
、
観
察
を
続
け
て
い
ま
す
。
す
で
に
放
流

し
た
ウ
ミ
ガ
メ
た
ち
も
、
そ
ろ
そ
ろ
餌
場
で
あ
る
本

州
太
平
洋
沿
岸
域
に
到
着
す
る
こ
ろ
と
思
い
ま
す

（
甲
長
40

～
50

㎝
く
ら
い
か
ら
確
認
さ
れ
て
い 

る
）。肢
に
着
け
た
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
製
の
標
識
だ
け

で
な
く
、
こ
の
標
識
を
装
着
し
た
カ
メ
の
報
告
が
待

た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

          

◎
海
洋
セ
ン
タ
ー
の
休
館
に
つ
い
て 

先
月
お
知
ら
せ
し
た
よ
う
に
、
海
洋
セ
ン
タ
ー
水

槽
奥
に
あ
る
製
氷
工
場
の
老
朽
化
に
伴
う
解
体
工
事

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
工
事
は
、
11
月
下
旬
ま

で
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。
工
事
期
間
中
は
、
日
曜
日

を
除
き
休
館
と
な
り
ま
す
。
休
館
中
、
皆
様
に
は
大

変
ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、
引
き
続
き
ご

協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
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弟島ノヤギ駆除（ ～8,11,12,19） 出港日

ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続実験の実施（父島 ～24）

健康診断・肺がん(喀たん検査)予約開始（～11/18） 男の料理教室

眼科専門診療（父島 4,5） 第3回 299（ﾆｸｷｭｰ）の会（母島）

出港日 ギャラクティック・キッズ開催（父島）

行政相談所の開設（父島）

乳幼児健診・歯科健診（母島）

アカギ駆除ボランティア申込締切（母島） 父島ノヤギ駆除

父島ノヤギ駆除

定期予防接種 健康診断・肺がん(喀たん検査)申込締切

1 日

2 月

3 火

4 水

5 木

行　事　予　定日付 曜日日付 曜日 行　事　予　定

15 日

16 月

17 火

18 水

文化の日

定期予防接種 健康診断・肺がん(喀たん検査)申込締切

入港日 入港日

東京都児童相談ｾﾝﾀｰによる 小笠原地区テレビ放送村民説明会（母島 ～20）

小笠原地区巡回相談申込締切

母島診療所の休診

眼科専門診療（母島 ～8） 小笠原地区テレビ放送村民説明会（父島 ～22）

アカギ駆除ボランティアの実施（母島） 保育士（非常勤職員）応募締切

高校図書館開放

高校図書館開放

植林ボランティアの実施（父島）

出港日 出港日

小笠原中学校 学校公開（～14）

育児学級（歯科の会）（父島） 島であそび隊！

小笠原高校公開講座（実践ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ講座）申込締切 ビーチクリーン（大村海岸）

6 金

7 土

8 日

9 月

10 火

18 水

19 木

20 金

21 土

22 日

23 月
勤労感謝の日

小笠原高校公開講座（実践ﾊ ﾄ ﾐﾝﾄﾝ講座）申込締切 ビ チクリ ン（大村海岸）

父島ノヤギ駆除

母島巡回労働相談

ヘルスアップ教室（父島） 小笠原高校 授業公開（～28）

小笠原高校公開講座（父島野外巡検）申込締切

父島動物巡回診療申込締切

入港日

小笠原小学校 学校公開（～14） 入港日
森林生態系保護地域入林受付（母島）

電話による無料法律相談

村有施設（母島村民会館）の指定管理者の公募締切

インターネット接続サービスの一時停止（母島）

乳幼児健診・歯科健診（父島）

東京都児童相談ｾﾝﾀｰによる

小笠原地区巡回相談（母島、父島～15） 出港日

男の料理教室申込締切 父島動物巡回診療（ ～30）

農業経営講習会（父島）

27 金

28 土

29 日

10 火

11 水

12 木

13 金

23 月

24 火

25 水

26 木

小笠原小・中学校 道徳授業地区公開講座 小笠原諸島世界自然遺産登録に

高校図書館開放 向けてのスローガン募集締切

農業経営講習会（母島） 不動産登記官による行政相談申込締切
30 月14 土




